
令和２年５月１５日 

「将来の販売価格を比較対照価格として用いた二重価格表示等に関する 

意見交換会」の開催について 

１ 意見交換会の趣旨 

不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品

表示法」という。）は、事業者の販売価格について一般消費者に実際のもの又

は競争事業者に係るものよりも著しく有利であると誤認される表示を不当表

示（有利誤認）として規制している。 

そして、平成１２年６月に策定・公表された「不当な価格表示についての

景品表示法上の考え方」（以下「価格表示ガイドライン」という。）において、

景品表示法上の基本的な考え方及び不当表示に該当するおそれのある主要な

事例が示されている。 

一方で、近年では、価格表示ガイドラインが策定された当時と比較すると、

インターネット通販やテレビ通販の大幅な普及等に伴い、価格表示の方法・

実態等が多様化している。また、将来の販売価格を比較対照価格として用い

た二重価格表示について、景品表示法に基づく措置命令が行われたこと等に

より、事業者等からより具体的な考え方を示してほしいとの意見が寄せられ

ている。 

このような状況に鑑み、消費者庁として、将来の販売価格を比較対照価格

として用いた二重価格表示等に関する対応方針（以下「対応方針」という。）

について考え方を整理するため、学識経験者及び消費者庁による「将来の販

売価格を比較対照価格として用いた二重価格表示等に関する意見交換会」（以

下「意見交換会」という。）を開催する。 

２ 意見交換会のメンバー 

○ 学識経験者（五十音順、敬称略）
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○ 消費者庁

小林審議官、西川表示対策課長
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３ 検討事項 

将来の販売価格を比較対照価格として用いた二重価格表示等について 

４ スケジュール 

令和２年５月２２日（金）に第１回を開催する。以後、月１回程度で開催

し、令和２年夏頃を目途に取りまとめを行い、その後、対応方針案について

のパブリックコメントを経て、対応方針を公表する。 

第１回意見交換会 令和２年５月２２日（金）１５：００～１７：００ 

５ 備考 

意見交換会は、自由闊達な意見交換を確保するため、非公開とする。また、

議事要旨及び意見交換会における配布資料は、自由闊達な意見交換の確保に

支障がない範囲で、各回終了後、消費者庁ウェブサイトに掲載する。 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電 話 : ０３（３５０７）７５６４ 

ホームページ : https://www.caa.go.jp/


